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◇
空
き
家
を
お
持
ち
の
方
◇

◇
空
き
家
へ
入
居
希
望
の
方
◇

空
き
家
の
有
効
活
用
を
お
考
え
の
所
有
者
の
方
へ

「
空
き
家
情
報
」を
登
録
し
ま
せ
ん
か
！

　
空
き
家
の
有
効
活
用
お
よ
び
定
住
促
進
の
た
め
、
売
却
・
賃
貸
が
可
能
な「
空
き
家
情
報
」

を
所
有
者
の
方
か
ら
募
集
し
て
い
ま
す
。
集
め
た
情
報
は
、
町
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ（
南
越
前
町

空
き
家
情
報
バ
ン
ク
）に
掲
載
し
て
町
内
外
の
購
入（
賃
借
）希
望
者
に
お
知
ら
せ
し
て
い
ま
す
。

《
空
き
家
情
報
バ
ン
ク
登
録
か
ら
契
約
ま
で
》

①
登
録
申
込
み

　

 「
登
録
申
込
書
」「
登
録
カ
ー
ド
」を
企

画
財
政
課
へ
提
出
し
、申
込
み
ま
す
。

①
空
き
家
情
報
の
取
得

　
 

町
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら「
物
件
の
概

要
」な
ど
空
き
家
情
報
を
取
得
し
ま
す
。

②
宅
建
業
者
に
連
絡

　

 

希
望
物
件
が
あ
っ
た
場
合
、
掲
載
さ

れ
て
い
る
宅
建
業
者
に
連
絡
し
ま
す
。

③
交
渉
・
売
買（
賃
借
）契
約

　

 

宅
建
業
者
を
仲
介
し
て
所
有
者
の
方

と
交
渉
・
売
買（
賃
借
）契
約
し
ま
す
。

※ 

購
入
・
賃
貸
の
決
定
に
あ
た
っ
て
は
、
内

容
な
ど
を
十
分
に
確
か
め
、
自
己
の
責
任

で
判
断
し
て
く
だ
さ
い
。

※ 

売
買（
賃
貸
）や
入
居
後
の
ト
ラ
ブ
ル
が
生

じ
て
も
町
で
は
責
任
を
負
い
か
ね
ま
す
。

事
前
に
よ
く
話
し
合
い
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　

詳
し
く
は
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
空
き
家
情
報
バ

ン
ク
の
バ
ナ
ー
を
ク
リ
ッ
ク

し
て
く
だ
さ
い
。

■
問
合
せ

　

企
画
財
政
課　

☎
47

－

８
０
１
３

　

http://www.town.m
inam

iechizen.fukui.jp/

② 

仲
介
を
す
る
宅
地
建
物
取
引
業
者

（
宅
建
業
者
）の
選
定

　

 

所
有
者
の
方
と
入
居
希
望
の
方
と
の

仲
介
を
行
う
宅
建
業
者
の
選
定
を
福

井
県
宅
地
建
物
取
引
業
協
会
へ
企
画

財
政
課
か
ら
依
頼
し
ま
す
。

　

※ 

宅
地
建
物
取
引
業
法
に
よ
る
手
数
料

が
必
要
で
す
。

③
町
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載

　

 「
物
件
の
概
要
」な
ど
を
町
の
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
に
掲
載
し
ま
す
。

④
交
渉
・
売
買（
賃
貸
）契
約

　

 

宅
建
業
者
を
仲
介
し
て
入
居
希
望
の

方
と
交
渉
・
売
買（
賃
貸
）契
約
し
ま
す
。

登
録
統
計
調
査
員
を
募
集
し
ま
す

　
南
越
前
町
で
は
、
統
計
法
に
基
づ
く
各
種
指
定
統
計

調
査
に
、
調
査
員
と
し
て
活
動
し
て
い
た
だ
け
る
方
を

募
集
し
ま
す
。

■ 

統
計
調
査
員
と
は

　

統
計
調
査
に
は
、統
計
法
に
基
づ
き「
基

幹
統
計
」と
呼
ば
れ
る
国
勢
調
査
や
経
済

セ
ン
サ
ス
、
工
業
統
計
調
査
な
ど
さ
ま
ざ

ま
な
調
査
が
あ
り
ま
す
。統
計
調
査
員
は
、

世
帯
や
事
業
所
と
い
っ
た
調
査
対
象
を
訪

問
し
、
調
査
票
の
記
入
依
頼
や
調
査
票
の

回
収
・
点
検
と
い
っ
た
、
統
計
調
査
の
仕

事
の
中
で
も
、
基
本
的
で
重
要
な
部
分
を

受
け
持
っ
て
い
ま
す
。

■ 

調
査
員
の
仕
事
の
内
容

　

・
調
査
員
事
務
説
明
会
へ
の
出
席

　

・
調
査
の
準
備

　

・
調
査
票
の
記
入
依
頼
と
配
布

　

・
記
入
さ
れ
た
調
査
票
の
回
収

　

・
集
め
た
調
査
票
の
点
検
と
整
理

　

・
調
査
関
係
書
類
の
提
出　
　

…
な
ど

■ 

調
査
員
の
身
分

　

調
査
員
は
、
総
務
大
臣
や
県
知
事
な
ど

か
ら
統
計
調
査
の
都
度
任
命
さ
れ
非
常
勤

の
公
務
員
と
な
り
ま
す
。
そ
の
た
め
調
査

員
に
は
、
調
査
で
知
り
得
た
こ
と
や
調
査

票
の
記
入
内
容
を
ほ
か
に
漏
ら
し
て
は
な

ら
な
い
と
い
う
守
秘
義
務
が
課
せ
ら
れ
ま

す
。
な
お
、
調
査
活
動
中
に
災
害
に
あ
っ

た
場
合
に
は
、
公
務
災
害
補
償
が
適
用
さ

れ
ま
す
。

■ 

応
募
資
格

　

・
年
齢
が
20
歳
以
上
で
健
康
な
方

　

・ 

責
任
を
持
っ
て
調
査
事
務
を
遂
行
で

き
る
方

　

・ 

調
査
上
知
り
得
た
秘
密
を
保
護
で
き

る
方

　

・ 

税
務
、
警
察
、
選
挙
事
務
等
に
直
接

関
係
の
な
い
方

■ 

そ
の
他

　

調
査
員
の
選
任
は
、
調
査
の
規
模
、
登

録
い
た
だ
い
た
方
の
お
住
ま
い
の
地
域
の

状
況
な
ど
を
考
慮
し
て
行
い
、
調
査
実
施

前
に
従
事
依
頼
の
ご
案
内
を
い
た
し
ま

す
。

■ 

応
募
方
法

　
「
統
計
調
査
員
登
録
申
請
書
」「
意
向
確

認
書
」を
企
画
財
政
課
に
提
出
し
て
く
だ

さ
い
。

■
問
合
せ　

企
画
財
政
課

　
　
　
　
　

☎
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－
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１
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登録を希望される方、
統計調査に興味をお
持ちの方はお問い合
せください。


